
産業建設常任委員会 
日  時   令和５年６月２７日（火）午前１０時～  

場  所   全員協議会室  

 

１ 開議 

２ 所管分付託議案審査（説明～質疑）   

【上下水道部】  

（１）第２号議案 令和５年度亀岡市水道事業会計補正予算（第１号） 

【まちづくり推進部】  

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

（２）第８号議案 亀岡市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

（３）第９号議案 町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更について 

【産業観光部】 

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

３ 討論～採決  

４ その他  

（１）議会だよりの掲載内容について 

（２）今後の日程について 
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町の区域の設定並びに町の区域及び名称の 

変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月２７日（火） 

まちづくり推進部都市整備課 



 

亀岡市高野林・小林土地区画整理事業 
地区概要：本地区は，西側は国道９号に接し、ＪＲ山陰本線千代川駅の徒歩圏という恵まれた立地条件であるとともに、周辺には千代川小学校や大成中学校が立地し、民

間開発による住宅団地が形成されるなど、市街化の圧力が高い地区である。また、市街化区域内でありながら農地としての土地利用が大半を占めていること

から、市街化区域内農地等の無秩序な宅地化を防止し、計画的な宅地化による良好な市街地の形成を図る地区として位置付けられている。 

そこで、道路、公園、水路等の公共施設を整備し、計画的な宅地化による土地利用の効率化を図ることで、良好な市街地を形成する。 

位置図 

並河駅 

千代川駅 

千代川ＩＣ 

大井ＩＣ 

＜亀岡市高野林・小林土地区画整理事業＞ 

施 行 者：亀岡市高野林・小林土地区画整理組合 

面  積：13.4ha 

事業期間：平成 29 年～令和７年度 

総事業費：33.38 億円 

資料①



千代川町明晴三丁目

千代川町明晴一丁目

千代川町明晴二丁目

千代川町小林植田

千代川町小林北ン田

千代川町高野林高ノ畑

千代川町高野林北ン田

千代川町高野林東田

千代川町小林北ン田

千代川町高野林腰前

千代川町小林美都路

千代川町小林植田

千代川町明晴四丁目

千代川町明晴五丁目

千代川町明晴六丁目

千代川町高野林東田

千代川町高野林腰前

千代川町小林美都路

千代川町小林北ン田

千代川町小林植田

千代川町高野林高ノ畑

千代川町高野林北ン田

千代川町小林前田

　亀岡市高野林・小林土地区画整理事業 縮尺＝１：２０００町界変更概要図
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※明晴（あすはれ）
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６月議会 
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府道嵯峨亀岡線（終点側から撮影） 倒木 平成 29年 1月～    林道松尾谷線（京都市側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林道松尾谷線（亀岡市側から撮影）                路肩崩壊箇所手前（京都市側から撮影） 
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資料２ 

 

（仮称）第 6 弾 かめおか応援クーポン事業 実施概要 （事業費 188,900 千円） 
【財源：国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10／１０充当】 

 

 

１ 事業の目的 

      エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う事業者及び市民生活支援を目的として、地域力の強化

（自治会加入の促進）、プラごみゼロ推進事業者支援を掲げ、市内サービス業・小売業などを営む対象

店舗で利用できるクーポン券を市内の各世帯に発行する。 

 

２ 事業概要 

① 発行クーポン券について 

       1 世帯あたり 10 枚、対象店舗で利用可能な 500 円分のクーポン券付き冊子配布し、市内消費を

促進する。クーポン券は、会計時 1,000 円につき 1 枚利用できるものとし、換金及び分割使用は

不可とする。（例：会計が 3,500 円であればクーポン券は 3 枚まで利用可能） 

 

 （実施イメージ） 

② 実施スケジュール（予定） 

１０月 ２日（月）  クーポン配布（全戸配布・窓口配布）、利用開始、換金申請開始 

     １１月３０日（木）  クーポン利用可能期間終了 

     １２月２８日（火）  事業者から会議所へクーポン換金申請期間終了 

      １月１５日（金）  会議所から市への振込業務完了報告・精算 

 

③ クーポン発行方法 

ア） 自治会加入世帯  → 自治会から全戸配布 

イ） 自治会未加入世帯 → 市役所で配布 

※ 市からの情報を、市民へ早く確実に伝達するシステムを確立されている自治会の有用

性を発信し、地域力強化（自治会加入の促進）を目指した配布方法により実施する。 

 

④ 利用可能店舗 

       以下のすべてに該当する事業者とする。 

ア） 本市内でサービス業・小売業などを営む事業者で事前に市に対し登録申込を行っていること 

イ） 取扱店のサインを掲示していること 

※ エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う市民生活支援及びレジ袋禁止条例等、プラご

みゼロ推進の取り組みに御理解、御協力いただく市内事業所支援のため、第 5 弾に引き続

き、大規模店舗及びフランチャイズ・チェーン店も利用対象店舗として登録可能とする。 

（裏面あり） 
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⑤ クーポン券の取り扱い 

ア） 遵守事項 

   ・利用可能店舗での物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能 

       ・現金への換金は不可 

       ・使用期間を過ぎたクーポン券は無効 

イ） 利用対象とならないもの 

   ・不動産や金融商品 

   ・たばこ 

   ・ギフト券や切手などの換金性の高いもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第１２２号）第２条第１

項第４号及び第５号に定める営業並び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業にて提供さ

れる役務 

   ・国税、地方税や使用料などの公租公課、公共料金 

 

⑥ クーポン券配布対象 

         亀岡市内の全世帯 

         （例） 

 

 

一つ屋根の下で衣食住をと

もにする場合 ⇒ 1 世帯 

親、本人、子 親 本人、子 

同じ敷地内で、母屋、離れで 

それぞれ生活する場合 ⇒ ２世帯 
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資料３ 

 

マイナポイント第 2 弾 ポイント申込支援事業の延長 （事業費 5,049 千円） 
【財源：国庫支出金 マイナポイント事業費補助金 １０／１０充当】 

 

 

令和５年２月２８日までにマイナンバーカードを申請した方に、最大２万円分のポイントが 

付与される「マイナポイント第２弾」の申込期限が 9 月末まで延長されたため、本市で実施 

しているマイナポイント申込支援窓口についても 9 月末まで実施を延長する。 

 

 

マイナポイントの申込み終了日時が延長となりました 

 

 

 

マイナンバーカードの申請期限

マイナポイントの申込み終了日

令和５年２月末 令和５年５月末 令和５年９月末


